
○和光市模擬試験受験料支援事業補助金交付要綱 

令和６年５月１０日 

告示第１３７号 

（目的） 

第１条 この告示は、ひとり親家庭等生活向上事業実施要綱（ひとり親家庭等生活向上事

業の実施について（平成２８年４月１日雇児発０４０１第３１号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知）別紙）に基づき、経済的課題を抱えるひとり親家庭等のこどもに対

して、模擬試験の受験料の補助を行うことで、ひとり親家庭や低所得子育て世帯のこど

もの進学に向けたチャレンジを後押しし、進学段階で貧困の連鎖を断ち切ることを目的

として、予算の範囲内で和光市模擬試験受験料支援事業補助金（以下「補助金」という。）

を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則（昭和３８年規則第８

号）に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。 

（補助金の対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、和光市生活困窮者自立支援事業実施規則（平成

３０年規則第１９号）第４条第５号に規定する事業に参加している中学校３年生（申請

時点で市内に住民登録がある者に限る。以下「対象生徒」という。）を現に扶養してい

る者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） ひとり親家庭の親又は養育者家庭の養育者であって、補助金の交付を申請する

月の属する年度（４月から５月までに申請する場合にあっては、前年度）分の所得が、

児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあるもの（ただし、児童扶養

手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）第６条の７の規定は適用しない。） 

（２） 前号に規定する者以外の者であって、補助金の交付を申請する月の属する年度

（４月から５月までに申請をする場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むも

のとし、同法第３２８条の規定によって課される退職手当等に係る所得割を除く。）

が課されないもの（市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除され

た者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有し

ない者を除く。）のうち、対象生徒と同一の世帯に属するもの（当該対象生徒の民法

（明治２９年法律第８９号）第８７７条に規定する扶養義務者であって、当該対象生



徒と生計を同じくするものを含む。） 

（３） 前２号に掲げるもののほか市長が特に認めた世帯に属する者 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は、対象生徒が受験した模擬試験の受験料とし、補助金額は１年度

当たり対象生徒１人につき６，０００円を上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、和光市模擬試験受験料支援事業補助金交付

申請書兼請求書（様式第１号）に領収書その他関係書類を添えて市長に申請しなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の

可否を決定したときは、和光市模擬試験受験料支援事業補助金交付（不交付）決定通知

書（様式第２号）により、当該申請をした者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、当該決定を受けた者に

補助金を交付するものとする。 

４ 市長は、第２項の規定による補助金の交付の決定に必要な条件を付することができる。 

（交付決定の取消し等） 

第５条 市長は、前条第２項の規定により交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに

該当すると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） この告示に違反したとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

２ 前条第３項の規定により補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付

の決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなけ

ればならない。 

（書類の保管） 

第６条 第４条第３項の規定により補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る証拠書

類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から５年間保管しなければ

ならない。 

（その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定



める。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年告示第１９３号） 

この告示は、公布の日から施行し、令和６年５月１０日から適用する。 



 



 



 



様式第１号（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

 


